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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメラの取付構造におい
て、
　前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバが設
けられ、
　前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラ
ーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、
　前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ル
ーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前
記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、
　前記取付ブラケットの中央部分には、車載カメラ取付用のカメラ取付部が設けられ、該
カメラ取付部の左右位置には、前記取付ブラケットの車両幅方向へ延びる延長部分に形成
したカメラカバー固定用のカバー固定部が設けられ、
　前記カメラ取付部の後方位置には、前記取付ブラケットの車両後方へ延びる延長部分に
形成したインナミラー固定用のミラー固定部が設けられ、
　前記取付ブラケットは、前記車載カメラの取付位置を中心にして、車両幅方向の左右両
端部及び車両前後方向の後端部までの距離がほぼ同じ長さに形成された車両下方視でＴ字
形状を有していることを特徴とする車載カメラの取付構造。
【請求項２】
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　車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメラの取付構造におい
て、
　前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバが設
けられ、
　前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラ
ーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、
　前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ル
ーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前
記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、
　前記取付ブラケットにおいて、前記カメラ取付部の車両前方側には、前記ルーフフロン
トインナメンバと接合するフランジ部が車両幅方向に沿って設けられ、前記カメラ取付部
の車両後方側には、車両前後方向に沿って延びる左右一対のビード部が並列に設けられ、
　前記ビード部の後端には、車両下方へ突出した平面部分を有する凸部が設けられ、前記
インナミラー固定用のミラー固定部は、前記凸部の平面部分に配置され、前記インナミラ
ーは、前記凸部の平面部分の前記ミラー固定部に固定されていることを特徴とする車載カ
メラの取付構造。
【請求項３】
　車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメラの取付構造におい
て、
　前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバが設
けられ、
　前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラ
ーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、
　前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ル
ーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前
記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、
　前記取付ブラケットは、前記ルーフフロントインナメンバの前端部から後端部に渡って
配置されているとともに、前記ルーフフロントインナメンバに設けられた前記ミラー取付
部の周囲に前記ルーフフロントインナメンバとの接合部を有し、
　前記取付ブラケットは、前記ルーフフロントインナメンバに接合された状態で、前記ミ
ラー取付部を覆うように配置されていることを特徴とする車載カメラの取付構造。
【請求項４】
　車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメラの取付構造におい
て、
　前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバが設
けられ、
　前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラ
ーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、
　前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ル
ーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前
記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、
　前記ルーフフロントインナメンバの車両幅方向の中間部には、前端部から後端部に達す
る車両上方へ突出した四角形状の凹部が設けられ、該凹部の車両幅方向の中央部には、車
両前後方向へ延びるメンバビード部が設けられているとともに、該メンバビード部を挟ん
で車両下方へ突出した平面部分を有する突出部が左右対称に設けられ、
　前記ミラー取付部は、前記突出部の平面部分に設けられていることを特徴とする車載カ
メラの取付構造。
【請求項５】
　車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメラの取付構造におい
て、
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　前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバが設
けられ、
　前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラ
ーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、
　前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ル
ーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前
記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、
　前記車載カメラを搭載しない状態の前記インナミラーと、前記車載カメラを搭載する状
態の前記インナミラーとは、車両上下方向で同じ高さ位置となるように配置され、
　前記車載カメラを搭載しない状態の前記インナミラーは、前記車載カメラを搭載する状
態の前記インナミラーよりも車両前方側に配置されるようになっていることを特徴とする
車載カメラの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両前方の外部状況を映す車載カメラの取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動車などの車両には、車両前方の外部状況を映すカメラが搭載されている
。このカメラは、衝突の回避や被害軽減を支援するブレーキサポートシステムとして用い
られており、車室内のルーフ前端部などに取付けられている（例えば、特許文献１、２参
照）。また、車室内のルーフ前端部には、後方視認用のインナミラー（ルームミラー）が
取付けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０６６６５号公報
【特許文献２】特開２０１２－９１５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の車載カメラの取付構造では、車載カメラの搭載の有無に
よって、車体を構成するルーフフロントメンバなどの形状等を大きく変更させたりしなけ
ればならないので、車載カメラ専用のルーフフロントメンバが必要となり、車体の設計や
開発の工数及び取付作業の工数が増えるとともに、部品コストの増大を招くという問題を
有していた。
また、従来の車載カメラの取付構造では、車載カメラとインナミラーとの配置関係を考慮
して設計されておらず、車載カメラの搭載の有無によって、車載カメラの取付位置やイン
ナミラーの取付位置を変更したりしなければならないので、車載カメラ及びインナミラー
の性能を確保することが難しいという問題を有していた。
【０００５】
　本発明はこのような実状に鑑みてなされたものであって、その目的は、車載カメラ搭載
の有無に対応した車体の基本構造の変更を最小限に抑え、車体の設計や開発の工数及び取
付作業の工数を削減し、車載カメラ搭載に必要な剛性を確保するとともに、車載カメラ及
びインナミラーの性能を確保することが可能な車載カメラの取付構造を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記従来技術の有する課題を解決するために、本発明は、車両のルーフ前端部に配置さ
れ、車室内側に取付けられる車載カメラの取付構造において、前記ルーフ前端部には、車
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両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロント
インナメンバには、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミ
ラー取付部が設けられ、前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記イ
ンナミラーが、前記ルーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付
ブラケットを介して前記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、前
記取付ブラケットの中央部分には、車載カメラ取付用のカメラ取付部が設けられ、該カメ
ラ取付部の左右位置には、前記取付ブラケットの車両幅方向へ延びる延長部分に形成した
カメラカバー固定用のカバー固定部が設けられ、前記カメラ取付部の後方位置には、前記
取付ブラケットの車両後方へ延びる延長部分に形成したインナミラー固定用のミラー固定
部が設けられ、前記取付ブラケットは、前記車載カメラの取付位置を中心にして、車両幅
方向の左右両端部及び車両前後方向の後端部までの距離がほぼ同じ長さに形成された車両
下方視でＴ字形状を有している。
【０００８】
　さらに、本発明は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメ
ラの取付構造において、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロ
ントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを
搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前記車載カメ
ラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフフロントイ
ンナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ルーフフロン
トインナメンバに取付けられるように構成され、前記取付ブラケットにおける前記カメラ
取付部の車両前方側には、前記ルーフフロントインナメンバと接合するフランジ部が車両
幅方向に沿って設けられ、前記カメラ取付部の車両後方側には、車両前後方向に沿って延
びる左右一対のビード部が並列に設けられ、前記ビード部の後端には、車両下方へ突出し
た平面部分を有する凸部が設けられ、前記インナミラー固定用のミラー固定部は、前記凸
部の平面部分に配置され、前記インナミラーは、前記凸部の平面部分の前記ミラー固定部
に固定されている。
【０００９】
　そして、本発明は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメ
ラの取付構造において、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロ
ントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを
搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前記車載カメ
ラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフフロントイ
ンナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ルーフフロン
トインナメンバに取付けられるように構成され、前記取付ブラケットは、前記ルーフフロ
ントインナメンバの前端部から後端部に渡って配置されているとともに、前記ルーフフロ
ントインナメンバに設けられた前記ミラー取付部の周囲に前記ルーフフロントインナメン
バとの接合部を有し、前記取付ブラケットは、前記ルーフフロントインナメンバに接合さ
れた状態で、前記ミラー取付部を覆うように配置されている。
【００１０】
　また、本発明は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメラ
の取付構造において、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロン
トインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを搭
載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前記車載カメラ
を搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフフロントイン
ナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ルーフフロント
インナメンバに取付けられるように構成され、前記ルーフフロントインナメンバの車両幅
方向の中間部には、前端部から後端部に達する車両上方へ突出した四角形状の凹部が設け
られ、該凹部の車両幅方向の中央部には、車両前後方向へ延びるメンバビード部が設けら
れているとともに、該メンバビード部を挟んで車両下方へ突出した平面部分を有する突出
部が左右対称に設けられ、前記ミラー取付部は、前記突出部の平面部分に設けられている
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。
【００１１】
　さらに、本発明は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に取付けられる車載カメ
ラの取付構造において、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロ
ントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載カメラを
搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前記車載カメ
ラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフフロントイ
ンナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ルーフフロン
トインナメンバに取付けられるように構成され、前記車載カメラを搭載しない状態の前記
インナミラーと、前記車載カメラを搭載する状態の前記インナミラーとは、車両上下方向
で同じ高さ位置となるように配置され、前記車載カメラを搭載しない状態の前記インナミ
ラーは、前記車載カメラを搭載する状態の前記インナミラーよりも車両前方側に配置され
るようになっている。
【発明の効果】
【００１２】
　上述の如く、本発明に係る車載カメラの取付構造は、車両のルーフ前端部に配置され、
車室内側に取付けられる車載カメラであり、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って
延在するルーフフロントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには
、前記車載カメラを搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設け
られ、前記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前
記ルーフフロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介し
て前記ルーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、前記取付ブラケット
の中央部分には、車載カメラ取付用のカメラ取付部が設けられ、該カメラ取付部の左右位
置には、前記取付ブラケットの車両幅方向へ延びる延長部分に形成したカメラカバー固定
用のカバー固定部が設けられ、前記カメラ取付部の後方位置には、前記取付ブラケットの
車両後方へ延びる延長部分に形成したインナミラー固定用のミラー固定部が設けられ、前
記取付ブラケットは、前記車載カメラの取付位置を中心にして、車両幅方向の左右両端部
及び車両前後方向の後端部までの距離がほぼ同じ長さに形成された車両下方視でＴ字形状
を有しているので、車載カメラの搭載の有無に対応して車体の基本構造であるルーフフロ
ントインナメンバの形状を変更させる必要がなくなる上、車載カメラ専用のメンバを用い
る必要がなくなり、車体の設計や開発の作業工数及び部品の取付作業工数を削減できると
ともに、部品コストの増大を防ぐことができる。
　また、本発明の取付構造においては、ルーフフロントインナメンバの形状変更などによ
って発生するルーフフロントインナメンバの強度及び剛性の低下の原因を増加させること
がないので、ルーフフロントインナメンバ及び取付ブラケットの振動や変形などの不具合
を低減させることができる。しかも、車載カメラ、インナミラー及び取付ブラケットが取
付けられる基本部分を変更する必要がないので、必要以上の重量増大を抑え、車載カメラ
の搭載に必要な剛性及び強度を確保できる上、車載カメラ及びインナミラーの性能も確保
できる。
　しかも、本発明の取付構造によれば、Ｔ字形状の取付ブラケットにより重量を有する車
載カメラをバランス良く、安定した姿勢で設置することができるとともに、設置箇所のル
ーフフロントインナメンバ及び取付ブラケットの剛性を向上させ、車両走行中の振動を低
減させることができる。
【００１４】
　さらに、本発明の車載カメラの取付構造は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側
に取付けられる車載カメラであり、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在する
ルーフフロントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車
載カメラを搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前
記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフ
フロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ル
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ーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、前記取付ブラケットにおける
前記カメラ取付部の車両前方側には、前記ルーフフロントインナメンバと接合するフラン
ジ部が車両幅方向に沿って設けられ、前記カメラ取付部の車両後方側には、車両前後方向
に沿って延びる左右一対のビード部が並列に設けられ、前記ビード部の後端には、車両下
方へ突出した平面部分を有する凸部が設けられ、前記インナミラー固定用のミラー固定部
は、前記凸部の平面部分に配置され、前記インナミラーは、前記凸部の平面部分の前記ミ
ラー固定部に固定されているので、取付ブラケット自体の剛性を向上させ、当該取付ブラ
ケットのゆがみを小さくすることができるとともに、車載カメラをより安定した状態で設
置できる。しかも、車載カメラとカメラカバーの取付作業がＴ字形状である取付ブラケッ
トの一部品で完結的に行われ、これら車載カメラ及びカメラカバーの位置精度の確保が容
易となるので、車載カメラとカメラカバーとの見切り性を高め、車室内の良好な見栄えを
確保し、外観向上を図ることができる。
【００１５】
　そして、本発明の車載カメラの取付構造は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側
に取付けられる車載カメラであり、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在する
ルーフフロントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車
載カメラを搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前
記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフ
フロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ル
ーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、前記取付ブラケットは、前記
ルーフフロントインナメンバの前端部から後端部に渡って配置されているとともに、前記
ルーフフロントインナメンバに設けられた前記ミラー取付部の周囲に前記ルーフフロント
インナメンバとの接合部を有し、前記取付ブラケットは、前記ルーフフロントインナメン
バに接合された状態で、前記ミラー取付部を覆うように配置されているので、２重の閉断
面構造を構成することが可能となり、車載カメラのカメラ取付部の強度及び剛性をより一
層高めた構造を得ることができる。しかも、本発明の一態様の取付構造によれば、車載カ
メラのカメラ取付部の振動や変形を低減することが可能となり、車載カメラの性能の低下
を防ぐことができるとともに、車両走行時のインナミラーの鏡面ブレを防止できる。
【００１６】
　また、本発明の車載カメラの取付構造は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側に
取付けられる車載カメラであり、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在するル
ーフフロントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車載
カメラを搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前記
車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフフ
ロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ルー
フフロントインナメンバに取付けられるように構成され、前記ルーフフロントインナメン
バの車両幅方向の中間部には、前端部から後端部に達する車両上方へ突出した四角形状の
凹部が設けられ、該凹部の車両幅方向の中央部には、車両前後方向へ延びるメンバビード
部が設けられているとともに、該メンバビード部を挟んで車両下方へ突出した平面部分を
有する突出部が左右対称に設けられ、前記ミラー取付部は、前記突出部の平面部分に設け
られているので、ミラー取付部の剛性を向上させることが可能となり、車両走行時等の振
動によるインナミラーの不具合を低減させることができる。
【００１７】
　さらに、本発明の車載カメラの取付構造は、車両のルーフ前端部に配置され、車室内側
に取付けられる車載カメラであり、前記ルーフ前端部には、車両幅方向に沿って延在する
ルーフフロントインナメンバが設けられ、前記ルーフフロントインナメンバには、前記車
載カメラを搭載しない状態でインナミラーを取付けるためのミラー取付部が設けられ、前
記車載カメラを搭載する状態では、前記車載カメラ及び前記インナミラーが、前記ルーフ
フロントインナメンバの車両幅方向の中央部に設けられる取付ブラケットを介して前記ル
ーフフロントインナメンバに取付けられるように構成され、前記車載カメラを搭載しない
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状態の前記インナミラーと、前記車載カメラを搭載する状態の前記インナミラーとは、車
両上下方向で同じ高さ位置となるように配置され、前記車載カメラを搭載しない状態の前
記インナミラーは、前記車載カメラを搭載する状態の前記インナミラーよりも車両前方側
に配置されるようになっているので、車載カメラを搭載しない仕様において、インナミラ
ーを車両前方に配置したいという要望に応えることが可能となり、車載カメラを搭載しな
い状態と車載カメラを搭載する状態のどちらの状態であっても、インナミラーを最適な位
置に設置することができるとともに、車室内の見栄えを良くすることができる。車載カメ
ラを搭載しない時に、車載カメラを搭載する時と同じ位置にしか設置できないと、車室内
の見栄えが少し悪くなる可能性を有している。また、インナミラーの調整が簡単となるの
で、インナミラーの良好な操作性を確保することができる。
　特に、運転者のアイポント基準からインナミラーの下端を繋ぐ直線と水平線との角度は
、小さい方が目線の動きは小さくて済むので、インナミラーを車両前方に配置する方が当
該角度は小さく抑えられることになり、インナミラーの視認性を良くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る車載カメラの取付構造が適用されるルーフ前端部及びル
ーフフロントインナメンバであって、車載カメラを搭載する場合に設けられる取付ブラケ
ットを車両下側から見た平面図である。
【図２】図１におけるＸ部を拡大して示す平面図である。
【図３】車載カメラを搭載しない場合であって、取付ブラケットが設けられていない状態
の図１におけるＸ部を拡大して示す平面図である。
【図４】図２におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図１の取付ブラケットを斜め上方から見た斜視図である。
【図６】図１の取付ブラケットを下側から見た平面図である。
【図７】図１の取付ブラケットに車載カメラ及びカメラカバーが取付けられた状態を車両
下側から見た平面図である。
【図８】図７の車載カメラ及びカメラカバーが取付けられた状態を車両下側から見た拡大
平面図である。
【図９】図７のカメラカバーを取り除いて示す車載カメラ及び取付ブラケットを車両下側
から見た拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を図示の実施の形態に基づいて詳細に説明する。
　図１～図９は本発明の実施形態に係る車載カメラの取付構造を示すものである。なお、
図において、矢印Ｆｒ方向は車両前方を示している。
【００２０】
　本発明の実施形態に係る車載カメラの取付構造は、図１～図４に示すように、車両の車
体前方側上部を構成するルーフパネル等のルーフ前端部１に適用されるものである。この
ルーフ前端部１の車両幅方向中央には、車両前方の外部状況を映すカメラ、特にステレオ
カメラタイプの車載カメラ２が配置されており、該車載カメラ２は、車室内Ｒ側に取付け
られて車両に搭載されるようになっている。そして、ルーフ前端部１の車両幅方向中央に
は、車両幅方向に沿って延在し、前後端部を車両上方へ屈曲させて形成したフランジ部３
ａ，３ｂを有する上部開口の断面略コ字状のルーフフロントインナメンバ３が設けられ、
該ルーフフロントインナメンバ３は、前後端のフランジ部３ａ，３ｂをルーフ前端部１の
フランジ部１ａ及びパネル下面に重ね合わせた状態で接合することによりルーフ前端部１
に取付けられており、ルーフフロントインナメンバ３とルーフ前端部１とによって、車両
側方視で略四角形状の閉断面部Ｓ１が形成されている。
【００２１】
　また、本実施形態のルーフフロントインナメンバ３の車両幅方向の中間部には、図３に
示すように、車載カメラ２を搭載しない状態でインナミラー４をルーフフロントインナメ
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ンバ３に直接取付けるためのミラー取付部３１が２箇所にわたり設けられている。これら
ミラー取付部３１は、車両幅方向の左右両側に間隔を空けて対向して配置されており、ス
クリュなどの締結具（図示せず）を挿入するためにルーフフロントインナメンバ３に穿設
された挿入孔３２と、該挿入孔３２と対応する位置の上面に固着され、該挿入孔３２を挿
入した締結具と螺合する溶接ナット３３とから構成されている。
【００２２】
　一方、本実施形態の取付構造において、車載カメラ２を搭載する状態では、図１、図２
、図４～図６及び図９に示すように、ルーフフロントインナメンバ３の構造はそのままで
、ルーフフロントインナメンバ３の複数箇所に接合される取付ブラケット５が追加されて
おり、車載カメラ２及びインナミラー４は、当該取付ブラケット５を介してルーフフロン
トインナメンバ３に取付けられるように構成されている。そのため、取付ブラケット５は
、ルーフフロントインナメンバ３の車両幅方向の中央部に設けられ、車載カメラ２及びイ
ンナミラー４などを取付けることが可能な大きさ及び形状を有している。
【００２３】
　本実施形態の取付ブラケット５の中央部分には、図１、図２及び図４～図６に示すよう
に、車載カメラ取付用のカメラ取付部５１が３箇所にわたり間隔を空けて設けられている
。これらカメラ取付部５１は、平面視で、下方へ突出する円形の凸面形状に形成され、前
方側に２箇所、後方側に１箇所の逆三角形位置に配置されており、スクリュなどの締結具
（図示せず）を挿通するために取付ブラケット５に穿設された挿通孔５２と、該挿通孔５
２と対応する位置の上面に固着され、該挿通孔５２を挿通した締結具と螺合する溶接ナッ
ト５３とから構成されている。
　前方側のカメラ取付部５１の左右位置であって、該カメラ取付部５１よりも車両前方側
の位置には、取付ブラケット５の車両幅方向へ延びる延長部分に形成したカメラカバー固
定用のカバー固定部５４が設けられており、該カバー固定部５４は、カメラ取付部５１の
設置高さよりも下側に位置するように下方へ屈曲形成されている。これらカバー固定部５
４には、図７～図９に示すように、取付ブラケット５に取付けた車載カメラ２を車室内Ｒ
側から覆うカメラカバー６が固定されるようになっている。
　また、前方側に位置する２箇所のカメラ取付部５１の後方位置には、取付ブラケット５
の車両後方へ延びる延長部分に形成したインナミラー固定用のミラー固定部５５がそれぞ
れ設けられており、これらミラー固定部５５は、スクリュなどの締結具（図示せず）を挿
通するために取付ブラケット５に穿設された挿通孔５６と、該挿通孔５６と対応する位置
の上面に固着され、該挿通孔５６を挿通した締結具と螺合する溶接ナット５７とから構成
されている。
【００２４】
　すなわち、本実施形態の取付ブラケット５は、図２、図５及び図６に示すように、車載
カメラ２の取付位置Ｃを中心にして、車両幅方向の左右両端部までの距離Ｌ１と車両前後
方向の後端部までの距離Ｌ２がほぼ同じ長さに形成された車両下方視でＴ字形状を有して
いる。また、取付ブラケット５は、Ｔ字形状を有する前後部及び前後中間部の左右両側に
ルーフフロントインナメンバ３の下面と溶接などで接合する複数の接合部Ｗを有しており
、これら接合部Ｗは、上方へ突出した凸面形状に形成され、ルーフフロントインナメンバ
３の下面に重ね合わせられるように構成されている。
　本実施形態の取付構造においては、取付ブラケット５を車両下方視でＴ字形状に形成し
、複数の接合部Ｗでルーフフロントインナメンバ３の下面に接合することにより、重量を
有する車載カメラ２がバランス良く、安定した姿勢で取付ブラケット５に取付けられ、車
両走行中の振動が抑制されるようになっている。
【００２５】
　また、本実施形態の取付ブラケット５において、カメラ取付部５１の車両前方側には、
図２及び図４～図６に示すように、ルーフフロントインナメンバ３の前端部に位置するフ
ランジ部３ａの下面と接合する前端フランジ部５ａが車両幅方向に沿って設けられており
、該前端フランジ部５ａは、車両上方へ向かって屈曲形成され、ルーフ前端部１のフラン
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ジ部１ａ及びルーフフロントインナメンバ３のフランジ部３ａと３枚合わせで接合されて
いる。一方、カメラ取付部５１の車両後方側には、車両前後方向に沿って直線状に延び、
車両上方へ突出した左右一対のビード部５８が車両幅方向に間隔を空けて並列に設けられ
ている。これら左右一対のビード部５８の後端には、車両下方へ突出した四角形状の平面
部分を有する凸部５９がそれぞれ設けられており、ミラー固定部５５は、凸部５９の平面
部分に配置されている。そして、インナミラー４は、凸部５９の平面部分のミラー固定部
５５に固定されている。
　このような取付ブラケット５の形状及び構造により、当該取付ブラケット５の剛性が高
められ、当該取付ブラケット５のゆがみが小さくなり、車載カメラ２が安定した状態で設
置されることになる。しかも、車載カメラ２及びカメラカバー６の２つの部品が一部品で
あるＴ字形状の取付ブラケット５に取付けられ、これら車載カメラ２及びカメラカバー６
が高い位置精度で配置されることになるため、車載カメラ２とカメラカバー６との見切り
が良くなっている。
【００２６】
　さらに、本実施形態の取付ブラケット５は、図１～図４に示すように、Ｔ字形状の車両
前後方向において、ルーフフロントインナメンバ３の前端部（フランジ部３ａ）から後端
部（フランジ部３ｂ）に渡って配置されている。しかも、Ｔ字形状の車両幅方向及び車両
前後方向の中間部分において、ルーフフロントインナメンバ３に設けられたミラー取付部
３１の周囲と対応する箇所には、ルーフフロントインナメンバ３との接合部Ｗを複数個有
し、これら接合部Ｗは、所定の間隔を空けて配置されている。また、取付ブラケット５は
、ルーフフロントインナメンバ３の下面に接合された状態で、ミラー取付部３１を覆うよ
うに配置されており、取付ブラケット５とルーフフロントインナメンバ３とによって、車
両側方視で略四角形状の閉断面部Ｓ２が形成されている。この閉断面部Ｓ２は、閉断面部
Ｓ１の下方に配置されている。
　そのため、本実施形態の取付構造は、閉断面部Ｓ１及び閉断面部Ｓ２によって、車両上
下方向に位置する２重の閉断面構造を有することになり、取付ブラケット５における車載
カメラ２のカメラ取付部５１の強度及び剛性が高められ、車載カメラ２のカメラ取付部５
１の振動や変形が抑えられるとともに、車載カメラ２の性能低下や車両走行時のインナミ
ラー４の鏡面ブレが防げるようになっている。
【００２７】
　一方、本実施形態のルーフフロントインナメンバ３の車両幅方向の中間部には、図３及
び図４に示すように、前端部から後端部に達する車両上方へ突出した四角形状の凹部３４
が設けられており、該凹部３４の車両幅方向の中央部には、車両前後方向へ延び、かつ車
両上方へ突出するメンバビード部３５が設けられている。また、凹部３４には、メンバビ
ード部３５を挟んで車両下方へ突出した平面部分を有する突出部３６が左右対称に対向し
て設けられており、ミラー取付部３１は、突出部３６の平面部分に設けられている。この
ような形状の車両幅方向の中間部を有するルーフフロントインナメンバ３は、ミラー取付
部３１の剛性を向上させることが可能な構造を有することになるため、該ミラー取付部３
１に取付られたインナミラー４は、車両走行時等の振動によって鏡面ブレなどが発生しな
いようになっている。
【００２８】
　また、本実施形態の取付構造においては、図３に示すような車載カメラ２を搭載しない
状態のインナミラー４と、図２に示すような車載カメラ２を搭載する状態のインナミラー
４とは、車両上下方向で同じ高さ位置となるように配置されている。このため、ミラー取
付部３１を設けるルーフフロントインナメンバ３の突出部３６の突出量と、ミラー固定部
５５を設ける取付ブラケット５の凸部５９の突出量は、車載カメラ２の搭載の有無に拘わ
らず、ミラー取付部３１及びミラー固定部５５に設置したインナミラー４の高さが同じに
なるように設定されている。しかも、車載カメラ２を搭載しない状態のインナミラー４は
、車載カメラ２を搭載する状態のインナミラー４よりも車両前方側に配置されるようにな
っている。
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　これにより、車載カメラ２を搭載しない仕様において、インナミラー４を車両前方に配
置して目線の動きを小さくしたいという要望に応えられ、車載カメラ２を搭載しない状態
と車載カメラ２を搭載する状態のどちらの状態であっても、インナミラー４が最適な位置
に設置され、良好な操作性及び視認性が確保されるようになっている。
【００２９】
　なお、本実施形態の車載カメラ２は、図９に示すように、撮像のための各種機能部品が
内蔵されたカメラ本体２１と、該カメラ本体２１の前端の左右両側で角度調整可能に設け
られたレンズ部２２とを備えており、該レンズ部２２が車両前方を向くように取付ブラケ
ット５のカメラ取付部５１に取付けられている。
　そして、車載カメラ２を覆うカメラカバー６は、図１～図９に示すように、カメラ本体
２１を覆うことが可能な形状及び大きさを有しており、前端部の左右両側には、カメラレ
ンズ開口部６１がレンズ部２２と対応する位置に形成されている。また、カメラカバー６
の中間部後方側には、ミラー固定用開口部６２が形成されており、インナミラー４は、当
該ミラー固定用開口部６２を介して取付ブラケット５のミラー固定部５５に固定されるよ
うになっている。カメラカバー６の周辺には、ルーフフロントインナメンバ３の車室内Ｒ
側を覆うルーフトリム７が設けられている。
【００３０】
　このように、本発明の実施形態に係る車載カメラ２の取付構造は、車両のルーフ前端部
１に配置され、車室内Ｒ側に取付けられる車載カメラ２に適用されるものであり、ルーフ
前端部１には、車両幅方向に沿って延在するルーフフロントインナメンバ３が設けられ、
ルーフフロントインナメンバ３には、車載カメラ２を搭載しない状態でインナミラー４を
取付けるためのミラー取付部３１が設けられ、車載カメラ２を搭載する状態では、車載カ
メラ２及びインナミラー４が、ルーフフロントインナメンバ３の車両幅方向の中央部に設
けられる取付ブラケット５を介してルーフフロントインナメンバ３に取付けられるように
構成されているので、強度低下などの原因となるルーフフロントインナメンバ３の形状を
変更させたり、あるいは重量増大を招く車載カメラ専用のメンバを用いたりすることなく
、車載カメラ２の搭載の有無に対応して車載カメラ２及びインナミラー４の取付部の位置
及び構造を簡単に変えることができ、車体の基本構造の設計や開発の作業工数及び部品の
取付作業工数を削減できるとともに、ルーフフロントインナメンバ３及び取付ブラケット
５の振動、変形などの不具合の低減化や部品コストの低減化を図ることができる。
【００３１】
　また、本実施形態の取付構造においては、車載カメラ２、インナミラー４及び取付ブラ
ケット５が取付けられる基本部分を変更する必要がないので、必要以上の重量増大を抑え
、車載カメラ２の搭載に必要な剛性及び強度を確保することが可能となり、車載カメラ２
及びインナミラー４の性能も確保できる。
　さらに、本実施形態の取付構造においては、車載カメラ２を搭載しない状態のインナミ
ラー４と、車載カメラ２を搭載する状態のインナミラー４とが、車両上下方向で同じ高さ
位置となるように配置されているとともに、車載カメラ２を搭載しない状態のインナミラ
ー４が、車載カメラ２を搭載する状態のインナミラー４よりも車両前方側に配置されてい
るので、車載カメラ２を搭載しない状態と車載カメラ２を搭載する状態のどちらの状態で
あっても、インナミラー４の車両前後方向の設置位置を移動させることができる。したが
って、本実施形態の取付構造によれば、インナミラー４を最適な位置に設置し、インナミ
ラー４の見え方を同等にすることが可能となるため、インナミラー４の良好な操作性及び
視認性を確保することができる。
【００３２】
　以上、本発明の実施の形態につき述べたが、本発明は既述の実施の形態に限定されるも
のではなく、本発明の技術的思想に基づいて各種の変形及び変更が可能である。
【００３３】
　例えば、既述の実施の形態の取付ブラケット５は、車両下方視でＴ字形状を有している
が、ルーフフロントインナメンバ３に確実に接合可能であって、車載カメラ２及びインナ
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ミラー４をバランス良く、安定した姿勢で取付けることができれば、台形などの他の形状
を有していても良い。
【符号の説明】
【００３４】
１　ルーフ前端部
２　車載カメラ
３　ルーフフロントインナメンバ
３ａ，３ｂ　フランジ部
４　インナミラー
５　取付ブラケット
５ａ　前端フランジ部
６　カメラカバー
３１　ミラー取付部
３４　凹部
３５　メンバビード部
３６　突出部
５１　カメラ取付部
５４　カバー固定部
５５　ミラー固定部
５８　ビード部
５９　凸部
Ｃ　車載カメラの取付位置
Ｌ１　取付ブラケットの車両幅方向の左右両端部までの距離
Ｌ２　取付ブラケットの車両前後方向の後端部までの距離
Ｒ　車室内
Ｓ１，Ｓ２　閉断面部
Ｗ　接合部
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